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第５回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成25年10月１日) 

 

第 ５ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成25年10月１日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時57分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補 

正予算（第３号）         

 議案第９号 熊本県立学校条例の一部を改

  正する条例の制定について   

 議案第10号 熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第24号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第25号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第４号 専決処分の報告について 

 報告第36号 公益財団法人熊本県武道振興

会の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 報告第37号 公益財団法人熊本県暴力追放

運動推進センターの経営状況を説明す

る書類の提出について 

 報告第40号 熊本県教育委員会の点検及び

評価報告書の提出について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

 熊本県子ども・子育て会議条例の制定につ

いて 

   ――――――――――――――― 

出席委員 

(８人) 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 九 谷 高 弘 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員  荒 木 章 博 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 柳 田 幸 子 

総括審議員兼教育指導局長 瀬 口 春 一 

教育総務局長 柳 田 誠 喜 

教育政策課長 能 登 哲 也 

学校人事課長 山 本 國 雄 

社会教育課長 福 澤 光 祐 

文化課長 小 田 信 也 

        施設課長 清 原 一 彦 

      高校教育課長 上 川 幸 俊 

政策監兼高校整備推進室長 田 村 真 一 

義務教育課長 緒 方 明 治 

特別支援教育課長 髙 橋 次 郎 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 西 郷 正 実 

警務部長 黑 岩   操 

生活安全部長 浦 次 省 三 

刑事部長 浦 田   潔 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 吹 原 直 也 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 福 田 泰 三 

参事官兼会計課長 牧 野 一 矢 

理事官兼総務課長 奥 田 隆 久 
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理事官兼監察課長 村 上 文 明 

参事官兼生活安全企画課長 甲 斐 利 美 

参事官兼刑事企画課長 林   修 一 

参事官兼交通企画課長 高 山 広 行 

理事官兼交通規制課長 安 武 秀 則 

参事官兼警備第一課長 佐 藤 正 泉 

組織犯罪対策課長 木 村 浩 憲 

 ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

     政務調査課主幹 山 鹿 公 嗣  

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○髙野洋介委員長 皆さんおはようございま

す。 

 ただいまから第５回教育警察常任委員会を

開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題として、これについて審査を行います。 

 警察本部、教育委員会の順に説明を求め、

質疑については最後にまとめて受けたいと思

います。 

 なお、説明を行われる際は着席のままで結

構です。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 初めに、西郷警察本部長。 

 

○西郷警察本部長 まず、提出議案の説明に

先立ちまして、９月28日に、県警察の警察官

が、酒気帯び運転の上、道路横断中の歩行者

にけがを負わせる人身交通事故を起こし逮捕

されましたことに対しまして、被害者の方及

び県民の皆様に対し、心からおわびを申し上

げたいと思います。 

 今後、調査、捜査の結果を踏まえまして厳

正な処分を行いますとともに、再発防止の徹

底を期する所存でございます。 

 それでは、県警察の取り組みについて御説

明をさせていただきたいと思います。 

 まず、県警察が重点的に取り組んでおりま

す「安全・安心くまもと」実現計画2012の８

月末現在におきます推進状況についてであり

ますが、犯罪の抑止、交通事故の抑止及び犯

罪の検挙の３つの基本目標につきましては、

いずれも一定の成果をおさめていると考えて

おります。特に、犯罪の検挙につきまして

は、上天草市松島町におきます殺人事件、菊

陽町津久礼におきます連続殺人未遂事件な

ど、県民生活を脅かす事件を検挙していると

ころでございます。 

 次に、懸案となっております警察署の管轄

区域の見直しについてでありますが、有識者

で構成をします警察署の管轄区域等を考える

懇話会の意見書を踏まえまして、警察署再編

計画(案)を策定し、この計画案につきまして

は、広く県民の皆様からの御意見をいただく

ため、８月30日からの１カ月間のパブリック

コメントを実施して、御意見をいただいてい

るところでございます。 

 このほか、間近に迫っております第33回全

国豊かな海づくり大会につきましては、式典

を含めた全ての行事が成功をおさめることが

できますよう、目下、警衛、警備の詰めの対

策を実施しているところでございます。 

 県警察では、今後とも、県民の期待と信頼

に応えることができますよう、総力を挙げ

て、安全・安心な熊本の実現を目指していく

考えでございますので、委員の皆様方には、

引き続き御理解と御支援を賜りますようお願

いを申し上げます。 

 それでは、議案の説明に移らさせていただ

きたいと思います。 

 今回提案をしておりますのは、議案１件、

報告２件の計３件でございます。 

 内容としましては、第10号議案が、熊本県

警察の警察署の名称、位置及び管轄区域に関

する条例についてであります。これは、熊本

市城南町中央土地区画整理事業によりまして
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町の区画が新たに画されることに伴いまし

て、宇城警察署の管轄区域の表記の変更を行

うものであります。 

 報告第４号は、専決をいたしました５件の

交通事故の和解についての報告に関するもの

であります。 

 報告第37号は、公益財団法人熊本県暴力追

放運動推進センターの平成24年度の決算及び

平成25年度事業計画に関する書類の提出でご

ざいます。 

 詳細につきましては、担当の者から報告を

させますので、審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○福田警務課長 警務課でございます。 

 それでは、県警察から提案しております条

例案について御説明いたします。 

 第10号議案熊本県警察の警察署の名称、位

置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す

る条例について御説明いたします。 

 資料は、１ページから３ページになりま

す。 

 熊本市が行っております城南町中央土地区

画整理事業により、９月21日付で熊本市南区

城南町今吉野、隈庄、舞原及び宮地の一部の

町名が変更され、熊本市南区城南町さんさん

一丁目及びさんさん二丁目が新設されました

ことから、これらの区域を管轄する宇城警察

署の管轄区域の表記の一部を改正し、公布の

日から施行するものでございます。 

 なお、本改正は、管轄区域の表記の変更で

あり、警察署の管轄区域そのものを変更する

ものではございません。 

 以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○吉長首席監察官 監察課でございます。 

 報告第４号議案専決処分について御報告い

たします。 

 資料は、４ページから６ページになりま

す。 

 この専決処分の報告は、県警察の公用車事

故に係る損害賠償事案の和解及び損害賠償額

の決定に関するものでありまして、資料記載

の５件についてであります。 

 それぞれの事故の概要につきましては、４

ページ以降に記載させていただいております

が、番号１は、右折する際の右方安全不確

認、番号２、３は、車線変更時の後方安全不

確認、番号４は、交差点進行時の右方安全不

確認、番号５は、駐車場に駐車する際の後方

安全不確認にそれぞれ起因するものでありま

す。 

 なお、番号１、４は人身事故、その他の３

件は物損事故でありまして、それぞれ任意保

険で対応しております。 

 公用車事故の本年７月末現在の発生件数は

38件で、前年同期比では同数であります。そ

のうち有責事故が21件で、前年同期比ではマ

イナス９件と減少しているところではござい

ます。しかし、今回御報告させていただきま

した５件は、いずれも県警側の過失が大と認

められる事故であることに鑑みまして、昨年

３月から取り組んでおります公用車交通事故

防止総合プランの効果を検証しつつ、また、

今回御報告させていただきました事故原因を

踏まえ、さらなる事故防止に取り組んでまい

る所存でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○木村組織犯罪対策課長 組織犯罪対策課で

ございます。 

 報告第37号公益財団法人熊本県暴力追放運

動推進センターの経営状況を説明する書類の

提出について御説明をさせていただきます。 

 当センターにつきましては、県が出資をす

る法人でありますことから、地方自治法に基

づきまして書類を提出するものでございま

す。 
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 提出いたします書類につきましては、お手

元に配付いたしております公益財団法人熊本

県暴力追放運動推進センターの経営状況を説

明する書類でございます。 

 内容につきまして若干説明をさせていただ

きますと、当センターは、暴力のない明るく

住みよい熊本県の実現に寄与することを目的

として設立された公益法人でありまして、主

な事業といたしましては、犯罪被害者救済事

業、犯罪被害防止事業であり、平成24年度に

つきましても、これらの事業に取り組んでお

ります。 

 平成24年度の決算につきましては、事業収

入が3,461万6,025円でありまして、事業支出

は3,507万4,084円でございました。超過する

支出分につきましては、前年度からの繰越金

で対応しております。 

 次に、平成25年度事業計画についてでござ

います。 

 前年に引き続き、暴力団を許さない県民意

識の盛り上げ、暴力団員等による不当な行為

からの被害防止、これを基本に、具体的事業

といたしましては、資料の28ページから32ペ

ージに記載しておりますとおり、犯罪被害者

救済事業、犯罪被害防止事業等を行ってまい

ります。 

 また、本年度は、暴力団対策法の改正によ

り、国家公安委員会から認定された適格セン

ターが暴力団組事務所周辺住民から委託を受

けた場合に、住民にかわりまして、その人格

権に基づく組事務所の使用差しとめ請求訴訟

を提起することができる制度が導入されまし

た。熊本県におきましては、当センターが、

本年７月25日に国家公安委員会から適格セン

ターとしての認定を受けましたので、これも

事業の一つとして取り組んでまいります。 

 平成25年度の事業予算につきましては、収

入が3,585万1,000円、支出が3,865万9,026円

でございます。支出超過分につきましては、

前期繰越金で対応することになっておりま

す。 

 当センターでは、昨今の厳しい暴力団情勢

等を考慮し、より一層適正かつ効果的な事業

の推進を図ることにしております。 

 今後とも委員の先生方の御理解とお力添え

をお願い申し上げまして、報告を終わらせて

いただきます。 

 

○髙野洋介委員長 それでは、続きまして、

教育委員会から説明をお願いいたします。 

 田崎教育長、お願いいたします。 

 

○田崎教育長 おはようございます。 

 説明に先立ちまして、８月に教育庁職員が

逮捕されましたことについて、県民の皆様、

委員の皆様方に御心配や御迷惑をおかけし、

深くおわびを申し上げます。 

 職員は現在処分保留で釈放されています

が、捜査は継続中と聞いております。教育委

員会としましても、捜査の動向を注視します

とともに、本人と面談を行うなど事実関係の

把握に努めており、今後事実が明らかになっ

た時点で厳正に対処してまいりたいと考えて

おります。 

 さて、委員の皆様も御承知のとおり、2020

年のオリンピック及びパラリンピックの東京

開催が決定をいたしました。将来の日本、ま

た、未来を担う子供たちに大きな夢と希望を

与えてくれたと思います。 

 今回の開催決定は、2019年のラグビーワー

ルドカップ並びにハンドボール女子世界選手

権の招致活動を進めている本県にとりまして

も、大きな弾みになると考えております。 

 オリンピックや世界大会の開催は、多くの

子供たちに世界を身近に感じることができる

絶好の機会であるとともに、本県のスポーツ

振興にもつながるものとして大きな期待を寄

せております。 

 今後とも、委員の皆様には、御支援、御協

力賜りますようお願いを申し上げます。 
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 それでは、今議会に提案申し上げておりま

す教育委員会関係議案の概要につきまして御

説明をいたします。 

 まず、第１号議案平成25年度熊本県一般会

計補正予算でございます。359万7,000円の増

額補正をお願いしております。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。

県立学校で使用します校務用パソコンの経費

について設定をお願いしております。 

 次に、第９号議案熊本県立学校条例の一部

を改正する条例でございますが、県立特別支

援学校整備計画の実施に伴い、関係規定を整

備するものでございます。 

 次に、第24号及び25号議案専決処分の報告

及び承認についてでございます。いずれも、

熊本県育英資金貸付金の支払い請求に係る訴

えの提起に係るものでございます。 

 次に、報告第36号で公益財団法人熊本県武

道振興会の経営状況を説明する書類及び報告

第40号で熊本県教育委員会の点検及び評価報

告書を提出しております。 

 また、その他報告事項として、本県議会に

おいて、健康福祉部から厚生常任委員会に付

託されております議案第５号熊本県子ども・

子育て会議条例の制定について報告を予定し

ております。 

 以上が議案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を

させますので、御審議のほどよろしくお願い

を申し上げます。 

 

○能登教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 まず、教育委員会所管の平成25年度９月補

正予算の総括説明を申し上げます。 

 お手元の説明資料、平成25年度９月補正予

算等 教育委員会の１ページ、補正予算総括

表をごらんください。 

 補正を計上いたしました事業は、社会教育

課、高校教育課、特別支援教育課の一般会計

に係る事業でございまして、補正額は、合計

359万7,000円を計上しております。 

 以後は、関係課から資料に基づき説明いた

します。 

 まず、教育政策課から御説明いたします。 

 債務負担行為について御説明申し上げま

す。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 事務機器等賃借でございますが、県立熊本

西高校ほか４校で使用しております校務用パ

ソコンの更新に伴うリース料といたしまし

て、5,542万1,000円を計上しております。 

 次に、資料14ページをお願いいたします。 

 報告第40号熊本県教育委員会の点検及び評

価報告書の提出について御説明いたします。 

 報告書本体は別冊のとおりでございます

が、本日は、概要により説明させていただき

ます。 

 教育委員会では、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第27条の規定に基づきまし

て、教育委員会の活動状況や教育施策の実施

状況につきまして、点検、評価を実施しまし

た。 

 教育施策の実施状況につきましては、くま

もと「夢への架け橋」教育プランに沿って、

平成24年度の取り組みを整理しております。 

 なお、点検、評価に当たりまして、くまも

と「夢への架け橋」教育プラン推進委員会を

６月24日に開催いたしまして、外部の有識者

の方からの御意見をいただいております。 

 報告書の内容につきまして、まず、教育委

員会の活動状況といたしまして、事務局の組

織改編を実施し、教育理事の新設、教育総務

局・教育指導局の導入 、特別支援教育課の

設置等を行いました。 

 会議は、定例会12回、臨時会を３回開催

し、また、高校再編等について勉強会を実施

いたしました。 

 学校等への訪問を21校実施、知事等との意

見交換会を４回実施いたしました。 
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 その他の活動といたしまして、熊本広域大

水害の対応として、生徒、教職員によるボラ

ンティア活動の実施や義援金活動を行ってお

ります。 

 次に、教育施策の実施状況です。 

 (1)幼児期について。 

 詳細は、報告書本体の14ページから18ペー

ジに記載しております。 

 主な取り組みといたしまして、平成24年12

月に制定されましたくまもと家庭教育支援条

例について、リーフレットによる啓発を行

い、また、親の学びプログラムを活用した家

庭教育支援講座などを実施しました。家庭教

育や基本的生活習慣育成の重要性について、

さらなる啓発が必要と考えており、くまもと

家庭教育支援条例を柱として家庭教育支援を

推進してまいります。 

 15ページをごらんください。 

 (2)青少年期について。 

 詳細は、報告書本体の19ページから50ペー

ジに記載しております。 

 主な取り組みは、放課後子ども教室や熊本

版コミュニティースクールの指定、土曜授業

の推進、小中学校では県学力調査の実施・活

用や英語音声ＣＤの活用、高校では東大視

察、教師塾等を実施いたしました。 

 また、道徳教育用郷土資料「熊本の心」の

活用や学校におけるフッ化物洗口の推進に取

り組みました。 

 特別支援教育では、看護師、キャリアサポ

ーター、特別支援学校サポーターの配置、平

成26年度開校予定の熊本地区新設支援学校の

基本・実施設計を完了いたしました。 

 いじめ問題に関しましては、いじめ対策検

討委員会の開催、心のアンケートやスクール

ソーシャルワーカーの高校への配置等を実施

いたしました。 

 また、授業マイスターの認定や公開授業の

実施、第二高校等の耐震改修工事、防災教育

の推進にも取り組みました。 

 今後は、課題の解決に向け、コミュニティ

ースクールなど地域に開かれた学校づくりの

推進、県学力調査の活用や進学支援事業等に

よる教師の指導力向上、「熊本の心」の効果

的な活用、特別支援教育の充実、いじめ問題

への対応、学校現場の人材育成や児童と向き

合う時間の確保に向けた学校改革等を推進し

てまいります。 

 16ページをごらんください。 

 (3)の成年期以降の詳細につきましては、

報告書本体の51ページから55ページに記載し

ております。 

 主な取り組みといたしましては、ＰＴＡ指

導者研修会や県民カレッジ等により、生涯学

習の充実を図っております。 

 今後も、市町村の講座開設や指導者養成等

の支援を引き続き行ってまいります。 

 (4)の文化振興は、詳細は、報告書本体の5

6ページから59ページに記載しております。 

 主な取り組みとして、鞠智城整備報告書の

刊行や論文募集、シンポジウム等の開催、ま

た、美術館で細川コレクション常設展示室を

開設いたしました。 

 今後は、東京、大阪でのシンポジウム等に

よる鞠智城の認知度の向上や細川コレクショ

ンの魅力ある展覧会などに取り組みます。 

 (5)のスポーツ振興については、報告書本

体では、60ページから62ページに記載してお

ります。 

 総合型地域スポーツクラブの支援やトップ

アスリート指導者の育成、総合運動公園陸上

競技場のネーミングライツ導入等に取り組み

ました。 

 引き続き総合型地域スポーツクラブの設立

支援や指導者の資質向上を図ります。 

 最後に、県立高校再編整備基本計画の進捗

状況につきましては、報告書本体の63ページ

から64ページに記載しております。 

 八代清流高校及び水俣高校の開校、後期実

施計画の作成等に取り組みました。 
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 今後は、後期計画に係る新設高校の開設準

備など、着実な推進を図ってまいります。 

 以上が報告書の概要でございます。 

 この熊本県教育委員会の点検及び評価につ

きましては、本議会で報告いたしました後、

報告書につきまして、広報誌やホームページ

等により公表する予定でございますが、今後

とも、教育委員会の取り組み状況につきまし

て、県民の皆様に広く知っていただきますよ

うに努めてまいります。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 ９月補正予算について御説明申し上げま

す。 

 説明資料の２ページ上段をお願いいたしま

す。 

 社会教育総務費でございますが、112万7,0

00円の増額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 (1)のくまもと県民カレッジ家庭教育支援

モデル事業でございますが、これは、生涯学

習推進センターにおきまして、食育をテーマ

としたモデル講座を開催するとともに、家庭

教育に関連した情報を一元的に提供するシス

テムを構築することで、家庭教育支援の充実

を図るものでございます。 

 なお、この事業は、国の公民館等を中心と

した社会教育活性化支援プログラムによる全

額国庫委託事業として実施することとしてお

ります。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の２ページ下の段をお願いしま

す。 

 教育指導費でございますが、188万6,000円

の増額補正をお願いするものでございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 児童生徒の健全育成費のいじめ防止対策に

係る協議会設置事業でございますが、これ

は、本年９月28日施行のいじめ防止対策推進

法で義務づけられているいじめ防止対策に係

る協議会を学校設置者である県が各県立学校

に設置し、いじめの未然防止及び早期発見、

解消に向けた取り組みを推進するものでござ

います。 

 具体的には、県立中学・高等学校53校に設

置する協議会の構成員として、心理、福祉等

の専門家を招聘するための経費でございま

す。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 今回、２つの議案を提出しております。 

 資料は、７ページから９ページが第24号議

案、資料10ページから11ページが第25号議案

となっております。いずれも、熊本県育英資

金の返還金に関して行った知事の専決処分に

関するもので、８ページに記載しております

８人と11ページに記載しております１人の計

９人の債務者に対する訴えの提起に係る専決

処分について、本会議において報告し、承認

をお願いするものでございます。 

 当課では、育英資金返還金の未収金対策の

一つとして、平成22年度から、長期滞納者に

対する法的措置として、支払い督促の申し立

てを行っているところです。支払い督促は、

県が裁判所に申し立てて、裁判所から、債務

者に対し、奨学金の一括返還を命じてもらう

ものであり、最終的には、債務者の財産に強

制執行することも可能となるものでございま

す。 

 ７ページ及び10ページの２、専決処分の理

由の前段にありますように、県が行った支払

い督促に対し、９人の債務者から異議が出さ

れました。異議が出された債務者について
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は、同資料の２、専決処分の理由の後段にあ

りますように、民事訴訟法の規定により、支

払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴

えの提起があったものとみなされ、訴訟に移

行いたします。 

 県が訴えの提起を行うには、本来、地方自

治法の規定により、県議会の御承認をいただ

く必要がありますが、このように、法の規定

により、債務者からの異議申し立てと同時に

訴訟へ移行する案件につきましては、議会で

御審議いただく時間がないことから、今回の

事案につきまして、知事の専決処分といたし

ました。このため、これを本議会に報告し、

承認をお願いするものでございます。 

 高校教育課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 報告第36号の公益財団法人熊本県武道振興

会の経営状況を説明する書類の提出について

でございます。 

 12ページの下方の２にありますように、熊

本県武道振興会の基本財産額330万円のうち

県の出資額は100万円で、県の出資比率は30.

3％でございます。 

 上の１の地方自治法等にありますように、

県が、資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの４分の１以上２分の１未満を出資して

いる法人に該当するため、経営状況を説明す

る書類を作成し、議会に提出するものでござ

います。 

 次に、お手元の別冊資料、公益財団法人熊

本県武道振興会の経営状況を説明する書類に

よりまして、平成24年度決算及び平成25年度

事業計画につきまして御説明いたします。 

 資料１ページをごらんください。 

 １の武道普及奨励に必要な事業としまし

て、(1)なぎなた指導者講習会や(2)空手道指

導者講習会などの平成24年度事業実績が記載

されております。 

 ２ページからは、２の青少年育成指導に必

要な事業としまして、(1)少年武道教室や(2)

暑中稽古などの事業実績と、そのほかに、３

の目的を達成するために必要な事業、３ペー

ジの４の施設管理運営に関する事業が記載さ

れているところでございます。 

 ４ページの(5)、(6)にありますように、24

年度は、使用料が500万円余りで前年度比15

万5,330円の増、利用者総数が約７万名で前

年度比504名の増となっております。 

 ５ページからは、平成24年度決算関係の財

務諸表を掲載しております。 

 10ページの収支計算書総括表にありますよ

うに、収入計は4,128万2,443円に対し、支出

計は4,083万4,976円で、収支差額は44万7,46

7円でございます。 

 また、平成25年度の事業計画を20ページか

ら掲載しております。 

 内容は、１の武道普及奨励に必要な事業と

しまして、(1)空手道指導者講習会や(2)居合

道指導者講習会など、21ページの２の青少年

育成指導に必要な事業としまして、(1)少年

武道教室や(2)幼少年武道１日体験教室など

の事業が計画されているところでございま

す。 

 最後に、平成25年度の収支予算書を22ペー

ジから23ページにかけて掲載しているところ

でございます。 

 体育保健課分については以上でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、58万4,000円

の増額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 
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 １のほほえみスクールライフ支援事業でご

ざいますが、医療的ケア委託事業の国庫補助

内示に伴う財源更正でございます。 

 次に、２のいじめ防止対策に係る協議会設

置事業についてですが、事業目的及び事業内

容は、高校教育課と同様でございます。 

 具体的には、県立特別支援学校16校に設置

する協議会の構成員として、心理、福祉等の

専門家を招聘するための経費でございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 第９号議案として、熊本県立学校条例の一

部を改正する条例の制定について提案をいた

しております。 

 １の制定改廃の必要性ですが、県立特別支

援学校整備計画の実施に伴い、関係規定を整

備するものでございます。 

 ２の内容ですが、熊本県立熊本かがやきの

森支援学校を新設するとしております。 

 この特別支援学校は、重度・重複障害のあ

る児童生徒のための安全で安心な学習環境の

整備として熊本市横手に新設が決まったもの

であり、平成23年度に基本構想、平成24年度

に基本設計、そして今年度から来年度にかけ

て建設工事というスケジュールで進んでおり

ます。 

 校舎完成予定は、平成26年の夏ごろの見込

みでございますので、平成26年４月に一旦熊

本支援学校内に開校し、校舎竣工後に移る予

定にしております。 

 学校名につきましては、今年度４月から５

月に教育委員会におきまして公募しまして、

216案の提案があり、それを参考にして校名

案を決定しております。 

 なお、本条例は、高等部生徒募集等の準備

のため、11月１日からの施行を考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○髙野洋介委員長 以上で付託議案等に関す

る警察本部、教育委員会の説明が終了いたし

ましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○荒木章博委員 冒頭、県警本部長と教育

長、不祥事における考え方というのを取り組

まれたというふうに思っておりますけれど

も、先般も、この委員会で、不祥事に対する

取り組み方というのは教育長には申し述べた

と思うんですけれども、そうした中で、教育

長も、毅然たる態度でやられている指針を示

されましたので、それを了として思っており

ましたところ、身内である人事課ですか、朝

方、不祥事を起こされて逮捕されると、今か

ら捜査中であるということで今述べられまし

たけれども、そういった中で、教育長の――

非常に教育長自体も真面目な方ですから非常

につらい思いだというふうに思いますけれど

も、私たちも、この委員として、こういうこ

とをあんまり言いたくないんですけれども、

やっぱりそういうところをどういうふうに今

後考えておられるのかというのを、所信をも

う一回お尋ねしたい。２度尋ねるということ

も残念なんですけれども、そこのところをち

ょっとお尋ねしたいと思っています。 

 

○田崎教育長 今回の事案起こりまして、ち

ょうど休みのときでございましたけれども、

私を初め教育庁事務局の幹部出てまいりまし

て、その日のうちに記者会見をさせていただ

きました。 

 大変重大な事件だというふうに認識いたし

まして、早速翌日には教育委員会事務局幹部

を集めた部課長会議、そして、引き続き各課

で不祥事防止についての研修会といいます

か、そういうことをやらせていただきまし

た。 

 その後も、県立学校の校長会でもこの件に
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ついて報告し、県立学校でもこういうことが

起こらないように指導の徹底をしたところで

ございます。 

 今後も、それで終わりということではなく

て、不祥事防止についての取り組み、研修会

というのは、今後もまた、引き続き、教育委

員会事務局全体でやっていくことにいたして

おります。 

 非常に今回の件、まだ処分保留で出て、具

体的な中身というのがわかっていないところ

もありますけれども、非常に重要な事態だと

思っております。 

 冒頭申し上げましたように、事実が判明次

第厳正に対処したいと思っておりますし、今

後とも、その他教育委員会事務局、県立学校

あわせまして、市町村の小中学校あわせまし

て、教職員の不祥事が二度と起こらないよう

に、研修、啓発、このあたりをしっかりと取

り組んでいきたいと思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 一番やっぱりつらいのは田

崎教育長だというふうに思います。しかし、

やっぱりこれ、人が被害を受けているという

ことに関して、これはまた改めて厳正に対応

しなければいけない、私は問題ではないかな

と。前回の委員会でも指摘をし、教育長のお

考えを聞いたんですけれども、さらなる――

もう二度と12月議会で、委員会でまたこうい

うことを言わぬでいいようにお願いをしたい

というふうに思っております。 

 県警本部にもちょっとお尋ねをし、今回こ

ういう事件が起きたということで、今後の―

―今本部長からは直接お言葉もありましたけ

れども、吉長監察官あたり、いかがでござい

ますか。 

 

○吉長首席監察官 監察課でございます。 

 飲酒運転の根絶につきましては、これまで

も、職員に対する指導、教養、あるいは心情

把握はもちろんのこと、心の健康問題、ハラ

スメント等も含めまして、弁護士の先生、医

師、あるいは保健師などの部外の有識者の方

々の知恵もかりながら推し進めてきたわけで

ありますけれども、今回の事案を受けまし

て、職員一人一人の心には届いていなかった

ということを深く反省いたしますとともに、

残念でなりません。 

 今後は、頭の中では当然わかっているはず

のことが現場において実践できますよう、職

員の一人一人の心の中にこのことを深く刻み

込むような、心に届くような施策に努め、県

民の方々の信頼に応えてまいりたいというふ

うに考えております。 

 

○荒木章博委員 非常に本部長以下、こうい

うモラルとか、一つの県警の規律とかという

のは、やっぱり社会的にそれを裁く立場の方

たちですから、非常につらい立場だったとい

うふうに思いますけれども、さらなる今後の

御指導をお願いしたいというふうに思ってお

ります。 

 次に……。 

 

○髙野洋介委員長 ちょっとお待ちくださ

い。関連はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 私も、後でと思っていたん

ですけれども、今話題が出ましたので、１

点、ちょっと御提案も含めてお話をしたいん

ですけれども、やはり取り締まる側の警察本

部長、また指導する側の教育長の両トップの

最初の挨拶が謝罪から始まる、その内容も、

飲酒、お酒ということで、私としても、これ

は由々しき事態だなというふうに感じており

ます。 

 お立場といろんな状況は理解もするもの

の、やはり非常に厳しい状態、事態じゃない

のかなというのは、厳しく私も指摘をさせて
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いただきたいと思っております。 

 そこで、いろいろ私も、他の自治体、まだ

ちょっと調べる過程でもありますけれども、

特定健診なり、健康診断の中で、いわゆる減

酒支援、いわゆるアルコール依存症の方の治

療という感覚ではなくて、今お酒をどれぐら

い飲まれていますかと、いわゆるカウンセリ

ングのレベルでブリーフ・インターベンショ

ンという、これは欧米ではもう効果が出てい

るということで、日本でも非常に今取り扱わ

れている、自治体でも取り扱われている。栃

木県なんかでも、健康診断の中で、問題飲酒

ではあるが、アルコール依存症までには至っ

ていない減酒支援を行うとか、そういう取り

組みがありますけれども、何かそういった検

討なり、意見が出たことなんていうのはある

んでしょうか。そこだけちょっと両方からお

伺いをしたいんですけれども。 

 

○吉長首席監察官 県警におきましては、今

回飲酒運転が初めてではございませんで、こ

れまでもその都度鋭意知恵を絞って各種対策

を進めてきたところではございますが、ただ

いま委員から御提言いただきました事柄につ

きましては、私の記憶の中では検討に上がっ

た事実はございません。 

 今後、その中身を検討させていただきなが

ら、さらなる再発防止対策の中にそれを取り

入れるかどうかも含めまして御検討させてい

ただきたいというふうに考えております。 

 

○能登教育政策課長 私どものほうでも、今

御提案ございましたような観点での指導等と

いうのは行っておりません。 

 ただ、それぞれ学校長、あるいは所属長に

対しまして、職員の飲酒の状況等について

は、できるだけ把握するようにというような

お話はさせていただいているところでござい

ますが、組織的に、飲酒癖といいますか、問

題飲酒の調査、把握等までには至っておりま

せん。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 全然そういった検討もない

ということなんですが、一つの検討課題とし

てぜひ考えていただきたいなと思います。 

 お一人お一人、お酒に対する意識、また体

の抵抗力、さまざまだと思うんですよね。た

だ、そうはいっても、やっちゃいけないこと

をやったという事実はやっぱり間違いないわ

けでありまして、それに至る過程というか、

本人本人の意識、現状、今自分はお酒に関し

てどのような状況なのかというのを、病気と

いう観点ではなくて、通常のカウンセリング

というイメージでやるという事例は少なから

ず出てきているということですので、ぜひ検

討していただいて、一つの対策項目に入れて

いただきたいというふうに要望させていただ

きます。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 関連では。 

 

○荒木章博委員 私は、酒は一滴も飲まぬか

ら言うんじゃないですけれども、やっぱり教

育委員会、なんか入って、雰囲気的に見て、

やっぱり飲みニケーションが逆に足らぬとじ

ゃないかなと私は思うんですよね。何かやっ

ぱり課あたりで班ごとに飲み会をやったりし

て、心から打ち解けてやるという、そういう

ことも私は逆に必要ではないかなと。もちろ

ん、時間とか、次の勤務の日とか、休みのと

きに、前にやるとか、そういう何か、顔が緊

張してるですもん、皆さんが、教育委員会に

限ってみると。何か緊張感があり過ぎて、何

かもうアットホームなところがないように感

じるんですよね。そういったところも教育委

員会という立場上でしょうけれども、やっぱ

りそういうところも、特に教育委員会という

中は、一般の先生方も入ってくるわけですよ
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ね。首長部局も交わる一番の場所なんですよ

ね。だから、県庁の中で１つだけちょっと違

う場所なんですよ。だから、そういったとこ

ろの交流というのを僕は積極的にやっていた

だきたいなと。飲み方も飲みニケーションも

やってほしいなと、逆にそう思って要望して

おきます。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 この件に関して質問、御

意見ございませんでしょうか。 

 

○松田三郎委員 それぞれ教育長も本部長

も、何か不祥事があるたび謝られるのも大変

だと思っております。 

 ただ、反響として――今回の場合職員サイ

ド、学校の先生、警察官というのは、まだま

だ昔とは違うとはいえ、かなり聖職扱いとい

いますか、それぐらい評価のあるところだか

らこそ反響も大きいんだと思います。 

 ただ、マスコミが入っておりますから余り

こういうことを言うのもどうかと思います

が、どこの組織にも不祥事やあるいは不祥事

を起こす人というのはいるわけでございまし

て、こういう言い方すると元も子もありませ

んが、どうせまた出て、教育長なり、本部長

も謝ることもあるかもしれないという意味で

は、先ほど御両名おっしゃったように、綱紀

粛正じゃありませんけれども、びしっと組織

の中に意思を統一させて、徹底させるという

のももちろん必要ですが、先ほど前田先生の

御指摘のように、例えば原因もそれぞれだと

思います、不祥事の。もしかすると、我々が

報道等でしか見ておりませんけれども、今ま

での不祥事と言われる中には、かなりこの同

情すべきような事案もあるのかもしれません

し、全く同情の余地もない、そういう案件も

あるのかもしれません。 

 だから、例えば、原因のそれぞれの類型と

いいますか、この人だから――個人的には属

人的な原因もあるでしょうし、場合によって

は、例えば、その職場が非常に忙しくてスト

レスが過度にかかって、どうしてもアルコー

ルを飲んでしまったとか――所属長とか校長

あたりは、また仕事がふえるかもしれません

が、そういった何か類型によって、個人的な

ことで起きた類型とか、あるいはそうではな

くて別の要因が幾つかあってというならば―

―かといって、この先生は何かやりそうだか

ら、個別にどうこうするというのも非常に難

しいとは思いますけれども、そういう何か一

部科学的なといいますか、ただ謝罪をして―

―もうやっていらっしゃるとは思いますけれ

ども、ただ、何かあって、また教育長が謝罪

なさる、あるいは人事課長が謝罪なさると、

そのたびにいろいろな学校向けに通知をなさ

ってと。我々が知らないところでいろいろ御

努力はなさっておられるとは思いますが、そ

の繰り返しだけじゃ、冒頭申し上げましたよ

うに、どうしても不祥事を起こす人というも

のは、一定の割合、どの組織でもいらっしゃ

るわけでしょうから、さらなる工夫というの

も何か必要なんじゃないかと。その工夫をな

さっている部分が１つ、２つあるならば、ち

ょっと教えていただきたいと思います。 

 

○吉長首席監察官 ただいま委員の御指摘の

とおり、非違事案というものを捉えますと、

ある程度固まりというか、傾向があるという

ことも事実であろうかなと思います。 

 そこで、今県警察が取り組んでおりますの

は、このような非違事案が起こりやすい業

務、領域などをリスクベースということで抽

出いたしまして、職員に対してそのことを周

知するとともに、職員が過重な負担の中でそ

のような非違事案に発展しないように、職員

に対して指導するなり、適切に上司がアドバ

イスするなり、そういうことでリスクを回避

するという側面から今対策を進めているとこ

ろであります。 

 - 12 -



第５回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成25年10月１日) 

 これは、ある意味では、非違事案について

は、上から一方的に職員にしてはならない、

べからず主義では、これは職員にまたかとい

う意識も生じます。一番必要なことは、職員

一人一人が、この職場において働きやすく、

かつ仕事で自己実現が図られる、そのことに

よって使命感と誇りを持って仕事に取り組む

ことが肝要なことだというふうな考え方か

ら、現在、県警におきましては、このリスク

ベースアプローチに基づいた類型的な個別対

策を検討、推進しているところであります。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 教職員らの飲酒運転の不祥事が毎年繰り返

されているところでございますけれども、昨

年、そういうことを踏まえまして、個別にや

ったほうがいいというところで、御案内のと

ころかと思いますが、原則、宴会の席へ自家

用車で行くことを禁止いたしております。そ

れから、車で行く必要がある場合には校長の

許可を必ず得ることとしておりまして、仮に

許可した者が飲酒運転を行った場合には、許

可をした校長に対しても監督責任をこれまで

以上に厳しく問うという形で、個別個別の対

応の一つとして、こういうものを打ち出して

運用しているところでございまして、それ以

外にも、学校現場のほうでは、あらかじめお

酒を飲まないという申し出の人については、

ハンドルキーパーという形で、目立つ名札の

ようなものを下げて、きちんと最後まで、み

んなもお酒をつがないとか、そういったのを

徹底しているというところもありますので、

これからも、不祥事につきましては、その不

祥事が起きた原因をきちんと捉えて、それに

応じた対策というものを積み上げていく努力

が必要ではないかなと思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 これ、私の意見ですけれど

も、基本的には、それぞれもういい大人でご

ざいますので、一々、教育委員会から、ある

いは警察本部から、こういう事案があったか

らといってされるよりも、それぞれの常識な

り、良識なりあるだろうから、それに任せて

いいとは思いますけれども、そうは言ってい

られない事態であるからこそ、さっき首席監

察官も人事課長もおっしゃったように、御苦

労があるんだろうと思います。 

 ただ、荒木委員の御指摘にもあったよう

に、例えば、福岡市が、かつて飲酒運転が横

行して、一切外での宴会を禁止するとか、あ

るいは今のように所属長に許可を受けないと

なかなか自家用車で行けないとかと、これは

どうかなと思うけれども、裏を返せば、それ

ぐらい深刻に考えていらっしゃるということ

なのかなと思いますので、できれば、理想的

には、そういう規制も制約もだんだんなくな

っていくというような組織であればなと思い

ます。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 いろいろ議論出ておりまし

て、今回の件は、教育庁のところはまだちょ

っと事実関係が明らかじゃないということで

ありますけれども、県警のほうは、これは事

実として酒気帯び、そしてまた、女性の方に

被害を負わせたということでありますので、

ここはもう同情の余地は全然ないんじゃない

かなというふうに思いますけれども、再発防

止の徹底を期すということでありますけれど

も、報道によりますと、昼飲まれて夕方車に

乗られたということだったと思いますけれど

も、アルコールチェッカーあたりは警察職員

さんはどうなんですかね、それぞれお持ちな

んですかね。 

 

○吉長首席監察官 アルコールチェッカーに

つきましては、やはり数千円から、高いもの
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になると１万円程度の値段がいたしますの

で、全員に命令として携帯はさせてはおりま

せんが、職員の良識の中で、それぞれアルコ

ールチェッカーを携帯するようにということ

での指導はさせていただいておりますし、所

属によりましては、互助会の中から、署員の

理解を得て、職員全員に持たせているところ

もございます。現実問題として、何人がアル

コールチェッカーを持っているのかいないの

かというのは手元に資料こそございません

が、私の認識では、ほとんど全ての職員がこ

れは携帯しているというふうに認識しており

ます。 

 

○鎌田聡委員 やっぱりもう大丈夫じゃない

かということで多分出ていかれたと思います

けれども、そのとき多分チェッカーされてな

かったんでしょうね、この方、持たれてなか

ったんでしょうね。 

 

○吉長首席監察官 監察課でございます。 

 その点につきましては、今のところ、本人

にアルコールチェッカーで検査して運転した

のか、あるいはせずに運転したのかの事実確

認ができておりません。この件につきまして

は、事実確認後、先生のほうに御報告させて

いただきたいというふうに思います。 

 

○鎌田聡委員 これからまた再発防止の徹底

を期すということでありますから、その中で

強制的にどうこうというところにつながるか

どうかわかりませんけれども、しかしなが

ら、先ほどから話があっていますように、や

っぱり飲酒運転を取り締まる立場の警察官で

ありますから、それぞれの正義感というか、

そういった思いに任せることも重要ですけれ

ども、やっぱり客観的にそういったもので確

認をして動いていくということも必要になっ

てくるんじゃないかなと思いますので、そう

いったことも含めて再発防止策を徹底してい

ただきたいというふうに要望いたしておきま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにこの件についてご

ざいませんでしょうか。 

 それでは、違う案件につきまして、荒木委

員、どうぞ。 

 

○荒木章博委員 ５ページの来年開校される

県立かがやきの森支援学校ということで、21

6校名案が出たということで、これはすごく

関心があったんじゃないかなと思うんです

ね。そこの支援学校の意義というのはもう今

大変なものだというふうに思っております。 

 この前、地元説明会に私もちょっと参加さ

せていただいたんですけれども、非常に、18

0センチか２メートルぐらい高い塀を周りに

もっていくことについて、地元住民の方たち

から反対の意見が、当時の地元の自治会長か

らも要望があっておりましたけれども、こう

いったところの、後から、ああ、あんなに言

ったのにだめだったのかとか、そしてまた、

あそこの景観は――実は、あそこは能楽堂と

いう一つの希望もあったようなところでもあ

るし、特に、熊本城の天守閣がちょうど地域

から見られるわけですね。隣接が、もうすぐ

近くに小学校があるということの関係もあり

ますので、そういったところの地元のいろん

な要望について、もちろん建築課とか、そう

いうところと相談をされていかなきゃいけま

せんけれども、やっぱり支援課と営繕課や、

また建築課や、いろいろなところとのお話を

しなきゃいけませんが、地元のそういう要望

についてどういうふうに考えられるか、ちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

 

○清原施設課長 施設課でございます。 

 先ほど住民説明会を９月24日に行わせてい

ただきましたけれども、このかがやきの森支

援学校につきましては、10月から建築工事に
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着工いたしまして、基礎工事等が始まりま

す。その前に、７月に整地工事を行いまし

て、その際に、今委員がおっしゃいました擁

壁の上にブロック塀を６段ほど築いたところ

ですが、外構の工事につきましては、今後、

建築工事が進みまして、建築工事の終盤にか

けて外構工事を実施いたしますので、その際

に、地元の皆さんの御要望を再確認して、ブ

ロック塀がいいのか、あるいはフェンス等に

かえたほうがいいのかについては、地元の皆

さんの御意見も伺いながら、土木部と調整し

て、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

 このほか、幾つか要望、それぞれ今後建築

工事の途中でも地元の御要望等があるかと思

いますが、それにつきましては、土木部と調

整しながら、可能な限り地元の御理解を得ら

れるように努めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○荒木章博委員 やっぱり隣接の小学校の通

学路でもあるし、ブロックにすると見通しが

悪いわけなんですよ。それで、そういうフェ

ンスとか、そういうのも考えながら――そこ

の施設を囲む必要はないと思うんですよ、重

度障害の皆さん。そしてまた、交通で、ほと

んどの方が送迎をされるわけだから、朝の時

間、帰りの時間。それで、車が何十台、極端

に言うなら何百台、行き帰りあるわけですか

ら、そういったときに、やっぱりブロックと

いう一つの閉鎖的なようなことは、もう今か

ら開かれた、地域に開かれた、地域の人たち

も参加して、そういう重度の方たちとの交流

あたりも考えるべきところにもうブロックで

閉鎖していくというのは、ちょっと私は違和

感を感じるもんですから、そこは考えていた

だきたいと思います。 

 引き続き、特別支援の今度は学級のこと

で、非常に増設、増設というか、増員の先生

方の要望はどのくらい今県内来ているんです

か。熊本市からも要望は来ていると思うんで

すけれども。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 特別支援学級につきましては年々御要望が

多くなっておりまして、今、学級数も1,000

学級ぐらいですかね、ふえていまして、具体

の今年度の要望につきましては、これから受

け付けていくというスケジュールになってお

ります。 

 

○荒木章博委員 いや、私が言ったのは、こ

とし受け付けるんじゃなしに、年々どういう

傾向があるかということを、昨年の事例でも

いいですけれども、件数でもいいですけれど

も、そこをちょっとお尋ねしたい。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 私のほうは、学級数あるいは在籍数はわか

りますので、ちょっと簡単に御紹介したいと

思います。 

 この10年間で、小学校、中学校の特別支援

学級在籍者は5.6倍に増加をしております。1

0年前が1,012人でしたのが、それが今年度で

は3,000人を超しております。そして、学級

数もこの10年間で２倍以上に増加をしており

ます。それだけ学級数がふえたということ

は、学級の担任等も増加しているということ

が言えると思います。 

 

○荒木章博委員 非常に1,000から3,000ぐら

いふえていると。そしてまた、要望もかなり

ふえていると。要望に対しては――それで、

3,000ですから3,000人。 

 こういった中で、やっぱり今の教育体系の

中では間に合うのかなと、心配があると思う

んですよね。そこについてどういうふうな、

今後ふえいく状況、そしてまた、子供さんを
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抱える親にとっても、やっぱり１人、２人と

かいう子供さん方は、兄弟３人いれば、２人

はその学校に、１人はよその学校に行かな

ん。そして、仕事をしながらお父さんやお母

さんたちはそこの学校に連れて行かなきゃい

けない、隣接の学校にしてもですよ。そうい

ったところの要望あたりについて、教育委員

会の、これだけの３倍近くになっている状況

にどういう対応をされているのか、また、今

後どういう取り組みをされるのかをちょっと

お尋ねしたいと思います。 

 

○山本学校人事課長 今委員御指摘のとお

り、特別支援学級の増加のペースというの

は、これからもどんどんふえていくというふ

うに思っております。県のほうでも、いろい

ろ単県でやってきた部分もございますけれど

も、どうしてもこれから先は国のほうできち

んと定数を確保していただいて、特別支援学

級の編成基準の見直しとか、そういったとこ

ろをやっていただく必要があるのかなという

ことで考えておりまして、国のほうにもそう

いったことの要望を行っているところでござ

います。県だけで対応していくのは、もはや

限界に来ているのかなという認識を持ってい

るところではございます。 

 

○荒木章博委員 これが大事なところなんで

すよね、私が思うのには。編成の基準の見直

しとか、国に対する予算の確保とか、やっぱ

りそういうところもより今後積極的に――今

もやられているでしょうけれども、やられて

いるけれども、これだけの倍率で上がってい

くのは大変なことなんですよ。だから、そう

いったところも、これは各課にまたがります

ので、支援課と人事課と。それで、国に対す

る要望とか、そういうところありますので、

今後弱者に対する取り組みというのを今後も

積極的に考えていただきたいというふうに思

います。 

 もう１点だけ……。 

 

○髙野洋介委員長 ほかの方々、大丈夫です

か。 

 

○荒木章博委員 その件でないですね。なら

１点だけ。 

 

○髙野洋介委員長 どうぞ。 

 

○荒木章博委員 それじゃ、公民館の活動の

件でちょっとお尋ねをしたいというふうに思

っています。 

 今、国から、いろんな地域公民館で、例え

ば、消防団とか、防災とか、地域とのいろん

なＰＴＡとか、いろんな取り組みの中で、公

民館活動の中で、国からの補助金というのを

本年度から予算執行があったと思うんです

ね、これは３年間。ですから、150万か200万

が限度額で、３年間にわたって600万です

よ。それに、要するに宇城と熊本県立の３カ

所ぐらい、たしか私が覚えているのは３カ所

ぐらい市で要望して予算を獲得されたという

ことで、より積極的に対応されている。その

３分の１を超える熊本市は、全然申請は上が

ってなかったと。そういうところの市に対す

る指導とか――熊本市の場合は教育委員会じ

ゃないんですよね。市民部局なんですよ。で

すから、家庭教育支援条例もそうなんです

よ。教育委員会じゃないんですよ。だから、

ちょっと難しいところが実際あると思うんで

すけれども、公民館のそういう――文科省あ

たりが予算を出して、地域との触れ合いの中

で、公民館活動も予算がない予算がないと言

う中に、これ、600万近くか500万近くの予算

を計上できるわけですから、やっぱり予算化

して物事に取り組んでいくという、こういう

大事な――ちょっと資料、きょう自宅に忘れ

てきたもんですから、そういったところの市

とか各町村に対するアピールとか、申請者、
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１次募集、２次募集あったと聞いております

けれども、そういったところで、市は実際一

つも上がらなかったのですか。そこをお尋ね

したい。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 議員御質問のございました公民館の事業に

ついてでございますけれども、議員のおっし

ゃるとおりでございまして、一つの件につい

て約150万円を上限に最大３年間ということ

で、地域活性化、社会教育の活性化のプログ

ラムというのを国が持っておりまして、それ

に対して、応募期間に対して手を挙げたかど

うかということになっておりまして、今回９

月補正で出させていただきましたのは、生涯

学習推進センターのものでございます。議員

のおっしゃるとおり、上天草市と宇土市、山

鹿、あと、県立図書館と生涯学習推進センタ

ーの５カ所が結果的に手を挙げまして、山鹿

は、ちょっと条件が合わないということで、

みずから手をおろされましたけれども、結果

的に２つの市と県の４カ所が事業として採択

されました。 

 熊本市の御案内の件でございますが、確か

に、今回応募はされておりません。応募はさ

れておりませんが、今回のこと、どういうこ

とかということ、ちょっと情報仕入れてみた

んですが、３月に文部科学省が公募をして４

月に締め切ったと。２次募集はその後あった

んですけれども、確かに、ちょっと年度末の

ぎりぎりのところでございまして、期間も短

かったということで、熊本市さんのほうは、

期間が短い中で非常に広大な館をもっておら

れる、たくさんの数を持っておられますの

で、ちょっと情報をばらまいて、それを館長

さんに意思疎通を図って吸い上げるのにちょ

っと時間がなかったなというふうなことはお

っしゃっているやに聞いております。 

 今回期間が短かったことはございますが、

県としても、期間が短いことを予想できまし

たので、事前の説明会を全市町村に３回おり

るように説明会をしておりました。さらに、

２次募集がある旨も２度、合計５回説明をさ

せていただきましたが、ちょっと期間が短か

ったことが手を挙げられなかった理由ではな

かろうかというふうに考えております。 

 今回、議員のおっしゃるとおり、全額国庫

委託事業でございまして、予算がない中でも

全て全額国で見てもらえるという事業でござ

いましたので、このような機会、絶好の機会

と思いますので、来年度以降もあると思いま

すので、ちょっと事前に情報をとって、来年

度以降は、しっかり手を挙げられるように説

明なり、周知を図っていきたいなというふう

に思ってございます。 

 

○荒木章博委員 今、１つの県で150万、そ

れは間違いですね。 

 

○福澤社会教育課長 150万円を……。 

 

○荒木章博委員 限度額として、１つじゃな

いでしょう。１つの県に……。 

 

○福澤社会教育課長 １つの申請、１カ所に

ついてです。 

 

○荒木章博委員 申請について150万という

ことでしょう。 

 

○福澤社会教育課長 150万です。 

 

○荒木章博委員 だから、合わせれば450

万、３年間で出るということですよね。 

 

○福澤社会教育課長 はい、そうです。 

 

○荒木章博委員 最初から募集すればです

ね。 
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 やっぱり公民館活動というのは予算がなく

て、地域等のいろいろや地域や文化や歴史

や、そういったところの講座やらに使えるわ

けですので、実は、きょうの朝、その公民館

連合会長の森永さんに、熊本市の連合会長、

16か19かあるんですよね、熊本市は。連絡し

たら、全然そういうこと知らないと言うわけ

ですよね。だから、非常に――さっきもちょ

っと言うたんだけども、熊本市の場合は、社

会教育は教育委員会から外れているんです

よ。ですから、非常に家庭教育支援条例の件

についても、非常に教育委員会が実際それを

やろうと思っても難しいんですよ、はっきり

言うた話が、課が違うもんだから。市民部局

と教育部局だからですね。だから、そういっ

たところで、公民館のこれだけの予算を３年

間とられて、熊本市あたりにも積極的に出向

いていって、僕は呼んで、こういうのがある

し、予算化されて国の予算があるんだよ――

これ、総予算は幾らなんですか、文科省が新

年度につくった予算というのは。文科省から

来とるから知っとるでしょう。 

 

○福澤社会教育課長 済みません、後ほど御

連絡させていただきます。 

 

○荒木章博委員 なら、後ほどでいいですの

で。 

 こういうやっぱり文科省が目玉の予算とし

て新年度新しく取り組んだ予算ですから、こ

ういうところはやっぱり――せっかく社会教

育課には文科省から来てるわけですから、文

科省との連携とか、そういう地方との連携―

―いや、来られたばかりでまだわからぬだろ

うと思いますんですけれども、やっぱり文科

省からのそういう新たな施策としてこれを全

国に――数億ぐらいの予算ですよ。だから、

やっぱり積極的にそれを今後も、文科省のす

ばらしい予算体系ですから、今後も普及、波

及していただきたいということで終わりま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○早川英明委員 スポーツ振興についてお尋

ねをしたいというふうに思いますけれども、

この60ページで、総合型スポーツクラブにつ

いて、ここに委員会の評価、あるいは今後の

課題について掲載をされておりますけれど

も、今後の課題のところで、まず、会員数を

ふやしていきたいと、あるいはまた、この未

加入の市町村を減らしていきたいというふう

なことが書いてありますけれども、まず１点

目が、総合型スポーツの立ち位置といいます

か、ここはどのようなお考えなのか、この会

員がふえていかない原因はここに書いてあり

ますけれども、それぞれ地域の体育協会と

か、あるいは市町村独自で行う公的な行事と

かとの絡み合いがあるんじゃないかなという

ふうに思っていますけれども、県としては、

これは全国的な流れの中ですけれども、この

総合型スポーツにいろんなスポーツを統合し

て、それを推進していきたいというふうなこ

とだろうというふうに思いますけれども、な

かなかこれは、ここにも書いてありますよう

に、会員数が県全体で１万5,200人と微々た

るもんですよね。 

 私のところの植木あたりもそうですけれど

も、なかなかこの会員数がふえていきませ

ん。というのが、今私が言いましたように、

それぞれ今既存で市町村が行っているいろん

な活動がございますから、それとの整合性と

いいますか、絡み合いというのがとてもスム

ーズにいかないような現状でありますけれど

も、今後これらの問題についてどのような取

り組みをされるおつもりでしょうか。お願い

します。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 
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 総合型地域スポーツクラブにつきまして

は、健康・体力づくりの分野からも、生涯ス

ポーツ、それから健康・体力づくりの関係か

らも、総合型地域スポーツクラブには、今後

ふやしていきたいと、そういうものについて

推進していきたいと期待しているところでご

ざいます。 

 委員から今ございましたように、財政的な

面が、いろいろ国からとか、ｔｏｔｏからの

補助があるんですけれども、それがなかなか

先細りするようなところもございまして、今

後自立に向けた取り組みあたりをする場合

に、なかなか難しいところがあるところも実

情でございます。 

 また、地域の指導者の確保、こういったも

のも難しいところがございまして、それぞれ

体育協会とも連携しながら、市町村を回りま

して、支援を行っているところでございま

す。 

 今後も、いろんな支援を含めまして、スポ

ーツのみならず、健康づくりの分野からも多

くの方に取り組んでいただけるような、そし

てまた、学校との連携も図りながら、学校へ

の支援にもできるような、そういうふうな取

り組みができればと思っているところでござ

います。 

 以上です。 

 

○早川英明委員 今答弁されましたけれど

も、やはり今最後に言われました、結局指導

者不足とか、そういうことでありますけれど

も、これは、指導者の育成にしても、この財

源といいますか、そのスポーツクラブそのも

のの資金がないと、なかなか指導者の育成も

できないということになります。 

 それと、助成あたりもなかなかままならな

い。今言われましたように、ｔｏｔｏの助

成、サッカーくじの助成も５年間でこれは打

ち切るわけですね。せっかく５年間の中に、

その予算の中でクラブマネージャーあたりも

育成をして、事業をしていっても、この５年

が過ぎれば事業そのものを縮小していかぬ

と、今の現状では、とてもままならぬという

ような現状であります。 

 そういうところで、やはり県、あるいはま

た、市町村もあるというふうに思いますけれ

ども、会員の増加がないと会員の会費が入っ

てこないと。ｔｏｔｏの助成金がなくなる

と、これまた皆無になると。なかなか難しい

現状なんですよ、今。そこらあたりが本当に

認識を深めていただいて、ただ、この課題に

書いてありますように、財源不足とか何とか

ここに書いてありますけれども、私は、これ

が解決しないとこの問題は先に進まないとい

うふうに思っています。どうでしょうか。 

 

○平田体育保健課長 今御指摘がありました

ように、いろんな課題を抱えているところで

ございますが、総合型地域スポーツクラブ

は、スポーツの振興のみならず、健康づくり

という面でも大きな効果があると考えている

ところでございます。 

 財源の支援等につきましては、各市町村の

健康福祉部と連携しました健康づくりの視点

からの支援とか、そういうものもいただけな

いかとか、そういうふうな教育委員会と健康

福祉部との連携、そういったものからも何か

足がかりをつかめていければなと考えている

ところでございます。 

 

○早川英明委員 今最後に言われました、私

もそれを言おうかと思うとったんですけれど

も、今答えが出ましたけれども、それが一番

大事なんですよ。ほとんどこの総合型の会員

を見てみますと、実際運動は――競技力の向

上をされる方はここに入ってこないわけです

よ。自分の体力向上とか、そういう目的の方

が、会員が主ですよ。だとするならば、それ

ぞれの市町村に回ってくる福祉の金を、福祉

の事業をこの総合型で、金じゃなくして、福

 - 19 -



第５回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成25年10月１日) 

祉でやる事業そのものを総合型のほうにまず

組み入れていただくと。そうすると、おのず

とそれに伴うて資金が来るわけですよ。私は

それが一番大事だろうというふうに思ってい

ます。 

 特に、県のほうから市町村にその旨をぜひ

伝えていただいて、いろんな事業をこの総合

型で行っていただくと。そうすることによっ

て予算もそれについてきますから、ぜひひと

つ検討してください。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 私も、ちょうど今、早川先

生が御指摘された60ページを開いておったん

ですけれども、成果指標のところに、スポー

ツ実施率、成人が週に１回以上30分以上運動

する割合とあります。平成24年58.5％となっ

ているんですけれども、これは、どういった

対象に、どれぐらいの数を実施して、回収が

どれぐらいだったのかとかもわかりますか。 

 

○平田体育保健課長 これは、住民基本台帳

から無作為に検索しまして、2,000人を対象

に各年代の方に調査を行ったものでございま

す。その調査結果を載せているところでござ

います。 

 

○前田憲秀委員 回収率はどうですか。 

 

○平田体育保健課長 失礼いたしました。確

認したところ、4,000行いまして、1,500の回

収でした。 

 

○前田憲秀委員 4,000のうちの1,500という

ことは、半分ない回収率ということですか

ね。 

 無作為にということなんですけれども、こ

の58.5％というのは非常に高い数字だなと。

例えば、この会場にいらっしゃる私も含めて

半数以上の方が週１回30分以上――何人かは

もう常に運動されている方、個別に私も御存

じですけれども、果たしてこの数字は実態と

どうなのかなというまず思いがあります。そ

れが１点。 

 それと、25年度の目標値が50％以上と、下

がっているんですけれども、これはなぜなん

でしょうか。 

 

○平田体育保健課長 まず、この58.5％につ

いてでございますが、このスポーツ実施率の

中には、ウオーキングとか、そういう健康づ

くりのやつも含めたものでございまして、平

成20年度から始まりました特定健診、保健指

導、こういったものを契機としまして健康づ

くり志向が深まったことから、こういった数

字が高まってきていると認識しているところ

でございます。 

 また、この平成25年度の50％につきまして

は、この基本計画ができました折に策定した

ものでございまして、毎年毎年この目標値を

定めているというものではございませんで、

この計画の当初に策定したのが50％というこ

とでございました。 

 

○前田憲秀委員 であるなら、なかなかこの

成果指標というのは意味がないんじゃないか

なと思います。58.5％が、ウオーキングも含

めてさまざまな啓発でそういう運動傾向があ

る、私も一番言いたいのは、健康づくりとい

うところなんですよね。ですから、健康福祉

部とも連携が必要だというところも御指摘を

させていただきたいんですけれども、前年が

目標をクリアしているのに、翌年の目標値が

下回るというのは非常に――今御説明では、

当初の目標値ということですけれども、これ

は改めるべきじゃないかなと思います。 

 その証拠に、ぱらぱらっとほかのもずっと

成果指標を見てみますと、基本的に現在24年

度で目標を達成していますけれども、25年度

は目標値以下。例えば14ページのくまもと家

 - 20 -



第５回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成25年10月１日) 

庭教育10か条の認知率、24年度は57％も認知

されているというのに、25年度の目標は50％

なんですよ。これっておかしいんじゃないで

しょうか、どうですか。 

 

○能登教育政策課長 申しわけありません。

説明が不足しておったかと思います。この目

標値につきましては、この計画を立てました

当時に立てた目標値ということでございまし

て、その当時に、平成25年度に、例えば14ペ

ージでございますが、幼児期のくまもと家庭

教育10か条の認知率を平成25年度までには50

％にしたいということで立てた目標値でござ

います。ですから、このＨ25というのは、25

年に50％にしたいということでつくりました

目標値でございまして、ずっと変化させずに

持ってきたものでございます。それに対しま

して、現状値は、平成24年、一番最新の時点

でどの程度に達しているかということをあら

わした指標でございまして、計画策定時より

どんどん上がってまいりまして、例えば14ペ

ージのくまもと家庭教育10か条の認知率につ

いては、既に平成24年度の時点で目標値を超

したという指標でございます。 

 ちょっと説明が不足しておりまして、申し

わけございませんでした。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 であるならば、ほかをぱらぱらっと見てみ

ると、今課長がおっしゃったように、当初の

25年度の目標値をある程度上回っているとい

う傾向があるのかなと思います。 

 じゃあ、その上で、次の指標というか、次

の目標というのは、25年度が終わった後に策

定ということになるんですかね。 

 

○能登教育政策課長 現在、新たな第２期の

計画の策定作業を行っているところでござい

まして、２月議会には、新たな計画を御提案

させていただきたいというふうに考えており

ます。今、健康福祉部等を初めとした知事部

局とも協議しながら、計画の策定作業を行っ

ているところでございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 要望ですけれども、単年度の成果が出るわ

けですから、成果指標として。であれば、目

標も単年度、そのほうが比較がしやすいんじ

ゃないかなと。長期スパンの目標を年度年度

で成果を出しても、今私が御指摘させていた

だいたように、後退するようなイメージが持

たれるんじゃないかなと思いますので、次回

計画を立てるときは、そこもぜひ検討してい

ただければというふうに思います。 

 要望させてもらいます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 これもいいんでしょう。こ

れでいきますと、点検及び評価報告書の34ペ

ージ、体育保健課長になろうかと思います

が、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 このフッ化物洗口は、今議会の質問におき

まして、教育長からの、来年度中にはできる

だけ全小中学校で実施するようにという非常

に力強い御答弁をいただきまして、もともと

議会でありますとか、とりわけ自民党も非常

に熱心に取り組んできたところでありまし

て、大変ありがたいことであり、歓迎すべき

ことだと思っております。 

 そこで、ちょっと１点、御質問ですが、今

年度、各教育事務所と山鹿で、モデル指定が

今年度でしたかね、それで、そのことをちょ

っと調べておりましたら、もともとモデル校

指定以前から先行して実施なさっているよう

な、少のうはございましたけれども、小学校

は玉東とか、そのほか幾つか学校であります

とか、市町村で先行して実施をなさっておっ

たと。教育委員会としても、その先行して実

施なさったところの、例えば、いろいろな聞
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き取りといいますか、どういった点御苦労な

さったかとか、あるいは効果はどうだろうか

というのをもう既になさっておったと、ある

いは今年度もずっと引き続き。一方で、25年

度中に実施を検討しているというような学校

もだんだんふえてきたやに聞いております

し、中には、検討すらしていないというよう

な市町村、学校もあったと、そういうところ

には、また逆に体育保健課からは、どういっ

た理由でまだ実施していないのかとか、ある

いはどういった要因がもとでできないんだろ

うかというような聞き取りも何かなさったと

いう話も聞いておりまして、非常に立派な取

り組みだと思いますが、じゃあ、裏を返せ

ば、この25年度中のモデル校を指定して、何

を期待して、あるいはどういったことを検証

しようというお考えで実施なさったのか、こ

のモデル事業をですね。というところをちょ

っとお聞きしたい。 

 というのが、これは、モデル事業、一般的

に言えることだと思いますけれども、通常

は、やっぱりこれから新しく何か始めようと

いうときに、試験的にという言葉が適切かど

うかわかりませんが、モデル的に実施をし

て、それを全県下に広げていくということが

大体オーソドックスな流れなのかなと思いま

すけれども、今回の場合、先行した事例があ

って、そこにきちっとある程度聞き取りをな

さって、なおかつ、やってないところ、ある

いはやるつもりがないところにもできるだけ

やるようにというふうなお取り組みもなさっ

たということならば、結果として、教育長の

御答弁にあったから、来年度中というのは歓

迎すべきことでありますけれども、このモデ

ル事業としてどういったことを意図なさった

のかというのをちょっとお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 委員からございましたように、既に先行し

てやっていたところもございましたが、その

市町村も、それぞれ偏ったところがあったも

んですから、各教育事務所管内でモデル校を

１校ずつ指定しまして、その管内での足がか

りとして、それぞれ広げていくと、そういう

ことの一つとしてモデル校をまた指定したと

ころでございます。 

 また、このフッ化物洗口がそれぞれの地域

の実態によって違うもんですから、それぞれ

の取り組みをまた広げていくと、来年度から

の取り組みが参考になってしやすいといった

ところから、こういった取り組みを進めてき

たところでございます。 

 また、来年度からは全ての学校で実施でき

るようにというふうに推進を、またこちらも

ギアチェンジを図ったところでございまし

て、それに生かせるようにモデル校での取り

組みをまた周知していきたいと考えていると

ころです。 

 

○田崎教育長 ちょっと補足させていただき

ますと、答弁でも申し上げましたように、こ

れまでは、試薬を使って、フッ化ナトリウム

という試薬をつくって各学校で保管して、そ

れをつくって各学校で実施しておりました。

それが、ことしの８月に、健康福祉部長から

も答弁がありましたように、厚生労働省の承

認で、薬剤といいますか一包物、言うなら、

学級分ぐらいのつくれる薬剤ができたと。そ

ういう意味では、25年度のモデル校を予定し

たときと非常に条件が変わってきたというふ

うに私は認識しておりまして、今議会で来年

度の――かなりそういう意味では、現場でも

実施しやすくなったというふうに認識してお

りますので、私も、健康福祉部長と一緒の答

弁で、来年度から全小中学校で実施できるよ

うに取り組んでいきたいと考えているという

ふうなことを申し上げております。そういう

ことでございます。 
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○松田三郎委員 確かに、おっしゃったよう

に、ちょっと状況が変わって、より実施しや

すくなったというのがやっぱり御英断をなさ

った大きなきっかけなのかなと思っておりま

す。 

 健康福祉部の健康づくり推進課ですか、と

も十分連携をとっていただいておるようでご

ざいまして、それぞれ持っている事業がそれ

ぞれ違うようですので、有機的にまた引き続

き取り組んでいただきたい。 

 それで、次回の委員会までで結構ですけれ

ども、これは保護者の同意が前提であると。

中には同意なさらない方もいらっしゃるんだ

ろうと思いますが、大体ざっくりした話でい

いですけれども、次の委員会までに、平均し

て何％ぐらいの保護者が同意をなさらないの

か、その中で、代表的な理由といいますか、

そういうのが次の委員会までにわかれば、調

べて教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 要望でいいですか。 

 

○松田三郎委員 はい。今わからぬでしょう

ね。 

 

○平田体育保健課長 大体もう数人でござい

まして、規模にもよりますが、95％以上の方

がもうなさっているという状況でございま

す。もう２～３％の方が希望しないというよ

うな状況でございます。やっぱりフッ化物洗

口の安全性とか、それを懸念されてでござい

ます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○早川英明委員 質問が多いようですけれど

も、体育保健課長ですが、国体始まりまし

て、まだ前半でしょうけれども、わかっとり

ましたら、今熊本県の順位がどのくらいにお

るのかわかっていますか。今もう大会始まり

まして、今の見通しとして、大体最終的には

どのくらいいく予定なのか、ちょっとわかっ

とったら教えてください。 

 

○平田体育保健課長 現在、前半の部分が終

わったところでございまして、今のところ総

合成績のほうは、男女総合成績22位につけて

おるところでございます。 

 ボートの成年女子のダブルスカルが優勝し

ました。また、成年女子の水泳の400メート

ル自由形が２位、それから少年男子の水泳の

400メートルリレーが３位、そういった状況

でございまして、現在、17種目が入賞してい

るような状況でございます。なかなか有望種

目が接戦の末敗れたりというふうな状況もご

ざいまして苦戦しているところでございます

が、目標は15位内でございますので、後半戦

もぜひ――現在も県選手団は熊本県の代表と

して一生懸命頑張っているところでございま

すが、まだ今後の活躍に期待したいと思って

いるところです。 

 

○早川英明委員 わかりました。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○鎌田聡委員 先ほどのフッ化物洗口の話

で、答弁の中で、ほとんどの保護者が希望さ

れてて、２～３％が希望していないというお

話がございましたけれども、これは希望して

いないところには強制しないんですよね、そ

こ、確認。 

 

○平田体育保健課長 これは、保護者の承諾

を得て実施するものですから強制するもので

はございません。 

 

○鎌田聡委員 今後もその考えは変わらない
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と。 

 

○平田体育保健課長 これは変わりません。 

 

○鎌田聡委員 それともう１点、済みませ

ん。 

 県育英資金の訴えの提起ということで、毎

回これ、出てきている話だと思いますけれど

も、これは、異議の申し立てというのは、結

局督促かけて異議というのはどういう内容、

もう払わないという異議なんですか、ここに

は督促異議と書かれていますよね。 

 

○上川高校教育課長 異議の申し立てのほと

んどのものは、払わないということではなく

て、訴えの提起をします場合、一括のお支払

いを提起しますので、それに対して分割の支

払い等の異議の申し立てが多うございます。 

 

○鎌田聡委員 分割の払いというのは応じら

れないんですか。 

 

○上川高校教育課長 もともと制度自体が、

貸与した金額を３倍の期間で返還をしていく

制度になった分割の制度になっております。 

 その分割の返還が滞った方について一括返

還の請求をしてまいりますので、他との公平

性を保つためにも、この一括返還の請求とい

うのを行っているところでございます。 

 その後、強制執行等で給与差し押さえにな

った場合には、給与の４分の１相当というこ

とで、実質的な分割の支払いになっているケ

ースもございます。 

 

○鎌田聡委員 一括返還ができないから分割

返還をするということだと思いますけれど

も、結局は一括じゃ返し切らっさんわけです

よね。こういうふうに裁判に移行して――そ

れはどのくらいですか、全部大体、今までの

例からすると、給与の差し押さえで返ってき

ているんですかね、この後の状況。 

 

○上川高校教育課長 平成22年から法的措置

を始めておりますが、その間、強制執行の申

し立て件数が、平成22年度が30件、平成23年

度が64件、平成24年度40件というふうに強制

執行の申し立て件数を行っております。 

 これらの強制執行をしました分について

も、今現在、全部返還しているわけではもち

ろんありません。収納率につきましては、現

在、平成24年３月段階で収納率が85.9％でご

ざいますので、まだその滞納分についても、

法的措置をとった分についても未収金分はご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 やっぱり返していただくとい

うのが基本原則だろうと思いますし、私は、

収入がないから返せないのかなと思ったら、

やっぱりそういう給与の差し押さえ等という

ことであれば、給与ももらっている方が返さ

れてないという状況だと思いますので、そこ

はしっかりとやっていただきたいと思います

けれども、仕事がない、そして特に仕事をな

くしたとかいう方々に対しては、少し猶予も

含めて、そういった、逆にそちらはあってい

いのかなと思います。そういった措置はない

んですね。 

 

○上川高校教育課長 生活保護家庭等を基準

といたしまして、申請がございました場合に

は、その基準に合致しておる場合には猶予す

る制度もございます。 

 

○鎌田聡委員 あくまで生活保護家庭だけと

いうことですかね。 

 

○上川高校教育課長 に準ずる――その収入

を基準といたしまして判断をしております。 

 

○鎌田聡委員 内容によって、もう多分非常
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に経済的に厳しいから返せないという話が多

いと思いますけれども、中には、そうじゃな

い場合もあるんじゃないかなというふうに思

いますけれども、今回一律にこういう措置を

とってやられるということでありますので、

特にこの問題は、決算でもいつも議論になっ

ている課題でありますから、しっかりと対応

していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号及び第９号から第10号、第24号か

ら第25号までについて、一括して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外４件は、原案のとおり可

決または承認することに決定いたしました。 

 次に、議事次第に記載の事項について、閉

会中も継続審査することを議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。 

 それでは、緒方義務教育課長から報告をお

願いいたします。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 お手元の資料、その他報告事項の１ページ

をお願いします。 

 熊本県子ども・子育て会議条例(案)につい

て御報告いたします。 

 本条例案については、健康福祉部から本県

議会に上程しており、厚生常任委員会に付託

されているところでございますけれども、県

教育委員会においても連携して取り組むなど

関係がございますので、概要を御説明申し上

げます。 

 １の条例制定の趣旨をごらんください。 

 本条例は、子ども・子育て支援法の施行に

伴い、同法第77条第４項に規定する審議会そ

の他の合議制の機関として、熊本県子ども・

子育て会議を設置し、その組織及び運営に関

し、必要な事項について定めるものでござい

ます。 

 ２の内容についてですが、(2)の会議の所

掌事務について、同法第77条第４項各号に掲

げる県で策定する子ども・子育て支援事業、

支援計画の策定や施策の実施状況を調査し、

審議するものでございます。 

 (3)の会議の組織及び委員の資格について

は、会議は、委員20人以内で組織し、委員

は、子供の保護者、市町村長、事業主を代表

する者、労働者を代表する者、子ども・子育

て支援に関する事業に従事する者及び子ど

も・子育て支援に関する学識経験者で構成さ

れます。 

 県教育委員会関係では、公立の幼稚園関係

者や公立幼稚園関係の保護者が委員となるこ

とが考えられます。 

 県教育委員会では、引き続き、健康福祉部

や総務の関係各課と連携して、質の高い幼児

期の学校教育、保育の提供及び地域の子ど

も・子育て支援に取り組んでまいります。 

 以上、御報告いたします。 
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○髙野洋介委員長 次に、その他に入りま

す。 

 その他で何かございませんか。 

 

○松田三郎委員 先般、県民体育祭で我々も

御案内をいただき、出席をいたしまして、大

変すばらしい大会だったと思っております。 

 実は、私、数年前、旧文治といいますか、

ここにいましたころ、当時の教育長と体育保

健課長に、県民体育祭のあり方、例えば、典

型的というか象徴的に言いますと、片や熊本

市は70万を超える人口を擁する市でありまし

て、片や、体協の組織がどの区分かわかりま

せんが、今の、例えば天草郡が苓北１町と

か、八代郡が氷川町１町と――市と統合して

いる部分もあるのかもしれませんが、そうい

ったところと同じ土俵で、そして総合点数、

総合順位をつけるというと、まあ、最初から

大体勝負はわかっているような話で、熊本市

も何十連覇かしているわけでしょうから、も

ちろん県民体育祭の意義、幾ら少ないところ

のチームでも一生懸命頑張ってでかいところ

を倒そうというようなところもありの、その

意義はもちろん認めておりますが、その順位

とか採点に関しては何か工夫がないと、最初

から順位に関してのテンションが上がらない

んじゃないんでしょうかという話を数年前い

たしましたら、当時の山本教育長と、たしか

城長課長だったかと思いますが、ちょっと笑

いながら、それは何か考えなんですなという

ぐらいの答弁があったやに記憶をいたしてお

ります。 

 その後、私も妙案があるわけじゃありませ

んけれども、何かそういう検討をなさったの

かなというのが質問でございますので、何か

ありますかね。 

 

○平田体育保健課長 これは、体育協会が県

民体育祭は主催してやっているところでござ

いますが、体育協会のほうでも課題として捉

えておりまして、県民体育祭委員会というの

を立ち上げまして、その中で、あり方の検討

をやっているところでございます。 

 実際問題としまして、ふるさと選手制度あ

たりも県民体育祭の中ででも使っているとこ

ろでもございますし、そういったところか

ら、今年度も熊本市が優勝したわけでござい

ますが、２位の八代市が、男女総合の部分で

は700点のうち30点差ぐらいまでというふう

なところで迫ってきたところもございまし

た。昨年度は、女子の総合は八代市が勝って

いたところでございます。 

 現在のところも県民体育祭委員会でも検討

しておりますし、熊本市のほうでも改革の委

員会を、有識者も入れた委員会を立ち上げて

おりまして、来年が山鹿市、その次が熊本市

が開催会場になりますが、その熊本市が開催

会場になった折までには改革案を示せるよう

にしたいというふうなことで、熊本市も検討

しているところでございます。 

 現在のところそういった状況で、いろいろ

検討はしているところといいますか、出して

いきたいと考えているところでございます。 

 

○松田三郎委員 恐らく熊本市も、あれだけ

競技人口、各種目いらっしゃると、全ての種

目で予選をやられるとは限らずに、何かのと

きについでに優勝したところとか、いつもの

ように選抜チームをというと、本当はすごい

チームとか、すごい人材がいるのに、人が多

過ぎるがゆえに、なかなか出たくても、ある

いは優秀な人が出れないと、小さいところの

体協の話だけじゃなくて、そういうのもある

のかなと思いますので、今おっしゃるように

内部で検討なさっているということでありま

すので、一応県体協とはいえ、教育委員会の

ほうでも、何か妙案があればいろいろ提案し

ていただくというぐらいのはまりも必要かな

と思いますので、引き続きよろしくお願いし

ます。 
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 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○鎌田聡委員 再任用選考の不採用の損害賠

償請求で、先週控訴を――この前、前回の委

員会のときに私は控訴すべきじゃないという

お話しさせていただいたんですけれども、控

訴されておりましたので、控訴棄却という判

断が示されたわけでありますけれども、今後

の対応については、判決文の内容を精査した

上で行う予定ですというふうな通知が参りま

したけれども、今後どうされるんでしょう

か。 

 

○能登教育政策課長 委員御指摘のとおり、

先週判決が出ております。現在判決文がまだ

私どものところには届いておりません。判決

文の内容を、届きまして分析させていただき

まして、内容をよく精査した上で対応を決定

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 大体いつごろ判決文が来て、

その判断がいつまでで、その後の扱いは、い

つまでどうせなんかという、ちょっとスケジ

ュールだけでも示していただけますでしょう

か。 

 

○能登教育政策課長 きょうは火曜日でござ

いますので、もうおいおいきょうにも来るか

なというふうに考えております。 

 参りました次第、直ちに検討に入らせてい

ただきまして、２週間だったと思いますが、

そのうちには対応を決定していきたいという

ふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 この前、地裁の判決内容も踏

まえて、評価のあり方について、非常にやっ

ぱり問題だというふうな判決が地裁で出され

ておりまして、それが高裁も同様の扱いで棄

却されたわけですから、これ以上争ってもか

なり厳しい状況だというふうに思いますの

で、これから判決文を見て考えられるという

ことでありますけれども、きちんとやっぱり

認めて、本人に対してもそれなりの対応をし

た上で、上告をもう諦めるという判断をぜひ

やっていただきたいと思いますので、今後検

討されるということでありますので、そうい

う判断をぜひお願いしておきたいと思いま

す。 

 

○荒木章博委員 今、松田委員が言われた、

私もバドミントン会長していますので、優勝

祝賀会ですね、県民体育祭――それは別にし

て、今、いじめは、教育長は本会議で答弁を

されたわけですね。私も初めて聞かされたと

ころもたくさんありましたけれども、先般も

――もう僕はこれを言いたくないんですけれ

ども、県立高校の高校生が自殺をし、もちろ

ん県警のほうでも捜査をされていると思いま

すけれども、御家族がそれを報道されるのは

拒まれているということで、今のところ大ま

かなことしかわかりませんけれども、しか

し、やっぱりこの新たなるいじめの対策につ

いて、ＬＩＮＥとか、携帯とか、いろんなや

つが今横行していますので、高校生が実際こ

ういうのは持っていいのかも――学校によっ

ては禁止をされているところもあるやに聞い

ていますけれども、そういったところの考え

方をちょっと教育長に――やっぱりこういう

ことが学校内で――私は、もう亡くなられて

すぐ私のところには連絡が来て、いろいろな

関係者と会ってほしいということだったんで

すけれども、私はもう拒否をして会わなかっ

たんですけれども、こういういじめで自殺を

するということ、そういうことについて、教

育長の今後の、そういう携帯とか、そういう

ことの新たなる取り組みとか、そういうこと

はどういうふうに今考えておられるのか、ち
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ょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○田崎教育長 今御質問のあった件は、今進

んでおります矢部の件だと認識しております

けれども、本議会でも答弁をさせていただき

ましたように、今非常に子供たちがスマート

フォン、携帯電話をほぼ、高校生でいえば、

ほとんどの子供たちが持っておる、そのうち

の５割を超える子供たちがスマートフォンを

保有しているという、そういう状況にあると

いうふうに思っておりますので、今議会でも

質問がありましたように、これまでも、携帯

電話の取り扱いについて、基本方針を定めた

り、ガイドラインを定めたりして、生徒、保

護者にも指導してきておりましたけれども、

その部分が、スマートフォン、ＬＩＮＥ、そ

ういうＳＮＳ、そういったものに十分対応し

切れていない部分があると思っておりまし

て、それについては現在見直しを進めている

ところでございます。 

 それで、今９月の初めでございますが、や

はりいろんな意味で、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、そ

ういうものによるいろんないじめとか、そう

いう問題も全国的にも起こっておりますもの

ですから、私のほうから緊急アピールを、各

県立学校、小中学校の生徒、そして保護者に

対しましても、家庭でルールを決めてほしい

とか、使う場合の相手、いわゆるそういうも

のをＬＩＮＥに載せれば、ある意味ではもう

オープンでそれがどこにでも回っていくとい

う認識を十分持つべきだというふうな、そう

いう緊急アピールもさせていただいておりま

す。 

 学校で行っております情報モラル教育の中

でも、しっかりそのあたりの現状を踏まえ

て、今後取り扱いについて十分注意するよう

に、今後ともそういう情報モラル教育にはし

っかりと取り組んでいきたいというふうに認

識しているところです。 

 以上です。 

 

○荒木章博委員 矢部だけではなくて、近隣

の学校でも起きているやに聞いておりますの

で、そういったＬＩＮＥとかＳＮＳ、これは

多くの人たちがそのことについて見ることが

できるもんですから、新たなる教育のモラル

の対応というのをやっぱり今後取り組んでい

ただきたいというふうに思っております。 

 じゃあもう１つ。 

 

○髙野洋介委員長 いいです、どうぞ。 

 

○荒木章博委員 県警のほうにちょっとお尋

ねしたいと思いますけれども、先般、県警の

入試というんですかね、あれは。試験があっ

たやに聞いておりますけれども、大体何名ぐ

らい受けて何名ぐらい合格を、最終に残って

合格をされたのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

 

○福田警務課長 お尋ねは、大卒程度警察官

Ａのことでよろしゅうございますでしょう

か。 

 

○荒木章博委員 はい。よければ高校も――

今度は大学だけなんですか。 

 

○福田警務課長 大学だけです。 

 警察官Ａにつきましては、応募が、男性が

748名、女性131名、計の879名が応募してお

ります。 

 最終的には、警察官応募倍率が、男性が7.

6倍、女性8.7倍の計に対しまして7.8倍とい

う応募倍率になっております。 

 男性99名、女性15人を合格とさせておりま

す。 

 

○荒木章博委員 お父さんの姿を見て自分も

警察官になろうとか、そういう子供さん方も

たくさんいらっしゃる。二世の方というのは
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大体何割ぐらい今県警の中にいらっしゃるん

ですか。 

 

○黑岩警務部長 済みません、正確に数を今

手元に持っておりませんので、もし必要であ

れば数えて……。 

 

○荒木章博委員 わかりました。もう大体そ

ういうことで終わります。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたします。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 次の委員会につきましては、11月１日に予

定をしております。時間のほうは、追って連

絡をさせていただきたいというふうに思って

おります。正式には、後日文書で通知いたし

ます。 

 また、管外視察についての通知をお手元に

配付しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、これをもちまして第５回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

 皆さん大変お疲れさまでした。 

  午前11時57分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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